
招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

個
別
計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

証券コード　3498
2021年11月12日

株　主　各　位
東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
霞ヶ関キャピタル株式会社
代表取締役社長 河本 　 幸 士郎

１．日 時 2021年11月29日（月曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号

霞が関コモンゲート西館　37階　霞山会館　牡丹の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第10期（2020年９月１日から2021年８月31日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第10期（2020年９月１日から2021年８月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付

株式の付与のための報酬決定の件
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・

オプション報酬額及び内容決定の件

第10期定時株主総会招集ご通知
拝啓　株主の皆様には日頃より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社の第10期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、本株主総会
につきましては、極力、当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。
　なお、書面によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のう
え、４ページに記載の「議決権行使についてのご案内」に従い、2021年11月26日（金曜日）午後
５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

以　上
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◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎本招集ご通知に添付すべき書類のうち、次に掲げる事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に
基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://kasumigaseki.co.jp/）に掲載しておりますので、
本定時株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」
②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
なお、上記①は、監査報告の作成に際して、監査役が監査をした事業報告に含まれております。また、上記②
及び③は、監査報告の作成に際して、会計監査人及び監査役が監査をした連結計算書類及び計算書類に含まれ
ております。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインタ
ーネット上の当社ウェブサイト（https://kasumigaseki.co.jp/）に掲載させていただきます。
◎当日ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
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＜株主の皆様へのお願いとご案内＞
　新型コロナウイルスの感染が拡大している状況に鑑み、ご自身の健康状態に留意し、本株主総会へ
のご来場を見合わせて、同封の議決権行使書の郵送による事前の議決権行使を行っていただくことを
ご検討いただきますようお願い申し上げます。
　特にご高齢の方、基礎疾患をお持ちの方、妊娠されている方、風邪症状がある等体調不良の方につ
きましては、本株主総会へのご出席をご遠慮いただきたくお願い申し上げます。

　ご来場を予定されている株主様におかれましては、本株主総会当日までの国内外における感染の状
況及び株主様ご自身の健康状態等にご留意いただき、ご無理のなきようお願い申し上げます。
　当社では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主様の安全を第一に考え、本株主総会では
以下の対策を講じたうえで運営させていただきます。

【新型コロナウイルス感染防止対策】
１. 本株主総会における招集ご通知の内容のご説明に関しまして一部簡素化させていただく場合がご

ざいます。
２. ご出席される株主様におかれましては、マスクの着用と手指のアルコール消毒にご協力をお願い

いたします。
３. 受付で検温をさせていただく場合がございます。
４. 会場内の過密状態を防ぐため、十分な座席の数を確保できない場合がございます。万が一お席が

用意できない場合には、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
５. 会場内でのマスク着用やアルコール消毒の使用等にご協力いただけない方、発熱（37.5℃以

上）があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国し14日間が経過していない
方は、ご入場をお断りする場合がございます。

６. 本株主総会に出席する役員及び運営スタッフも、マスク着用で対応させていただく場合がござい
ます。予めご了承ください。

　本株主総会当日までの新型コロナウイルス感染拡大の状況や政府の発表内容等を受けて、対応内容
を更新する場合には、当社ウェブサイト（https://kasumigaseki.co.jp/）に掲載させていただきま
す。
　新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合があり、
その場合も上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の２つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の
うえ、ご返送ください。

日　時 行使期限

2021年11月29日（月曜日）
午前10時 (受付開始：午前9時30分)

2021年11月26日（金曜日）
午後５時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、２、５、６、７、８号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３、４号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本
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(2020年 9 月 1 日から
2021年 8 月31日まで)

（添付書類）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度（2020年９月１日から2021年８月31日まで）における我が国経済は、
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の再拡大や変異ウイルスの発生により、４月に
３度目の緊急事態宣言が発令されるなど、引続き経済活動の制限がなされております。各国
において、ワクチンの接種が積極的に進められ、国内外ともに徐々に持ち直しの兆しが見え
るものの、注視すべき状況が続いております。
　当社グループの主たる事業領域である不動産市場においては、特にホテルや商業施設等の
アセットタイプは今もなお大きな影響を受けている一方で、コロナ禍による影響が限定的又
は追い風となった賃貸マンションや物流施設といったアセットを選好し投資する動きも見受
けられます。
　このような状況の下、物流関連市場においては、巣ごもり消費の増加やEC市場の拡大等
を背景に、倉庫面積や拠点を拡充する企業が増えると見込まれております。当社グループで
は、中小型、冷凍冷蔵倉庫をメインターゲットに物流施設開発を進めておりますが、当連結
会計年度においては国内外の投資家に対し４件の開発用地を売却し、開発フェーズに移行さ
せております。また、併せて開発用地の取得にも継続的に取り組むことで、７件の開発予定
プロジェクトを取得し、順調にパイプラインを積み上げております。
　ホテル関連市場においては、依然として世界的に移動制限が続いていることにより、国
内・インバウンドともに本格的な需要の回復には時間を要する様相を呈しておりますが、ワ
クチン接種の進む諸外国においては、段階的に行動規制が緩和されるなど回復の兆しが見え
始めており、我が国においても2021年２月にワクチンの接種が開始され、感染拡大の鎮静
化が期待されております。このような環境の下、当社グループではコロナ禍でも安心してご
宿泊いただけるホテルの開発を進めております。また、当社では従前より、フロント業務の
省人化や、チェックアウトベースの清掃、飲食を提供しない宿泊特化のサービス等、固定費
の削減により、同業他社と比べて低い稼働率でも損益分岐点を上回る運営を行っており、コ
ロナ禍でも収益を生むビジネスモデル・運営体制を確立しております。
　国内再生可能エネルギー市場においては、2020年10月に政府より「2050年までに、温
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室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭
素社会の実現を目指す」との宣言がなされ、同年12月には「2050年カーボンニュートラル
に伴うグリーン成長戦略」が策定されるなど、「脱炭素社会」の実現に向けた機運が高まっ
ております。当社グループは引続き、太陽光発電をはじめ、風力発電等、再生可能エネルギ
ー発電施設の開発に取り組んでまいります。
　当連結会計年度におきましては物流施設開発用地の売却・開発フェーズへの移行や、賃貸
マンション・保育園の売却が収益に大きく寄与いたしました。また、ホテルについてもコロ
ナ禍の厳しい投資環境下にも関わらず４件の開発ファンド組成を完了し、これら営業活動の
結果、売上・利益ともに過去最高を達成いたしました。なお、2021年２月13日に福島県沖
で発生した地震により当社保有のショッピングセンターフォルテに被害が発生しており、特
別損失を計上しております。また、2021年４月に京都府のホテル「ホテル京都木屋町」を
保有するメゾンドツーリズム京都株式会社を連結子会社化したことに伴う、負ののれん発生
益526百万円を計上しております。
　このような状況下、当社グループは引き続き社会的潮流に着目した成長性及び社会的意義
のある事業分野への投資及びコンサルティングに注力するとともに、投資機会の創出及び投
資案件の収益最大化に努めてまいります。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は14,295,921千円（前連結会計年度比78.5％
増 ） 、 営業利益 は1,328,755千円 （ 前連結会計年度 比306.9％ 増 ） 、 経常利益 は
1,037,185千円（前連結会計年度比475.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は
793,532千円（前連結会計年度比489.9％増）となりました。

　セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。
イ. 不動産コンサルティング事業
　投資用不動産の売買及び投資家に対するコンサルティング受託による収入並びに保有してい
るショッピングセンターフォルテにおける、各テナントからの賃料収入により、売上高
13,837,894千円（前連結会計年度比119.2％増）、セグメント利益2,886,732千円（前連
結会計年度比173.4％増）となりました。

ロ. 自然エネルギー事業
　太陽光発電案件の売却等により、売上高458,026千円（前連結会計年度比73.0％減）、セ

グメント利益8,589千円（前連結会計年度比97.5％減）となりました。
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② 資金調達の状況
　不動産コンサルティング事業における物流施設開発用地の取得を目的として、当連結会計年
度中に、シンジケートローンにより株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとする
1,800,000千円の資金調達を行いました。

③ 設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資の総額は1,893,845千円であり、その主なものは、稼働済みアパー
トメントホテルの取得、本社移転による建物附属設備の取得によるものであります。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　当社は、不動産テック事業への参入を目的として、2021年３月８日に連結子会社であるKC 
Technologies株式会社を設立し、2021年３月30日開催の取締役会において、OYO Japan合
同会社のオンライン不動産賃貸事業を、吸収分割の方法によりKC Technologies株式会社へ事
業承継することを決議し、2021年６月１日付で事業承継を完了いたしました。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　当社は、メゾンドツーリズム京都株式会社が保有する「ホテル京都木屋町」の取得を目的とし
て、メゾンドツーリズム京都株式会社の発行済株式の全株式を取得し、2021年４月28日（みな
し取得日2021年５月31日）に連結子会社化いたしました。
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区 分 第７期
(2018年８月期)

第８期
(2019年８月期)

第９期
(2020年８月期)

第10期
(2021年８月期)
(当連結会計年度)

売 上 高(千円) － 5,352,982 8,008,967 14,295,921

経 常 利 益(千円) － 639,688 180,179 1,037,185

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(千円) － 435,470 134,516 793,532

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円) － 81.75 21.74 121.43

総 資 産(千円) － 6,944,258 8,440,490 15,040,124

純 資 産(千円) － 1,556,733 3,873,075 4,906,124

１株当たり純資産 (円) － 282.51 609.17 725.59

区 分 第７期
(2018年８月期)

第８期
(2019年８月期)

第９期
(2020年８月期)

第10期
(2021年８月期)
(当事業年度)

売 上 高(千円) 4,041,067 5,335,034 7,307,788 14,090,053

経 常 利 益(千円) 342,335 636,688 262,676 1,277,367

当 期 純 利 益(千円) 227,960 432,470 197,308 515,307
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円) 47.08 81.18 31.89 78.86

総 資 産(千円) 3,312,560 6,389,105 8,486,104 12,295,313

純 資 産(千円) 644,238 1,553,733 3,936,092 4,667,205

１株当たり純資産 (円) 133.04 281.97 619.12 693.97

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び収益の状況

（注）１. 第８期より連結計算書類を作成しておりますので、第７期の状況は記載しておりません。
２. 2019年９月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割、2021年９月１日付で普通株式１株につ

き２株の株式分割を行っております。第８期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり
当期純利益、１株当たり純資産を算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況

（注）2018年６月９日付で普通株式１株につき20株の株式分割、2019年９月１日付で普通株式１株につき２
株の株式分割、2021年９月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第７期の期
首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益、１株当たり純資産を算出しております。
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会社名 資本金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

霞ヶ関パートナーズ株式会社 30百万円 100％ 不動産コンサルティング

霞ヶ関投資顧問株式会社 10百万円 100％ 不動産コンサルティング

霞ヶ関アセットマネジメント株式会社 30百万円 100％ 不動産コンサルティング

Kasumigaseki Capital (Thailand) 
Co., Ltd 6百万THB 100％ 不動産コンサルティング

PT. Kasumigaseki Development 
Indonesia 2,501百万IDR 99.6％ 不動産コンサルティング

合同会社KC Investment 1 16百万円 100％ 不動産コンサルティング

KC Technologies株式会社 40百万円 70.1％ 不動産コンサルティング

匿名組合Alpha Energy 3 272百万円 ー 自然エネルギー

メゾンドツーリズム京都株式会社 98百万円 100％ 不動産コンサルティング

霞ヶ関アグリ合同会社 0.25百万円 40％ 自然エネルギー

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）１. KC Technologies株式会社及び霞ヶ関アグリ合同会社は、当連結会計年度において新たに設立して
おります。

２. 2021年４月に匿名組合Alpha Energy 3へ匿名組合出資を行い、連結子会社といたしました。
３. 2021年４月にメゾンドツーリズム京都株式会社の全株式を取得し、連結子会社といたしました。
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⑷ 対処すべき課題
当社グループの対処すべき課題は以下のとおりです。
①不動産コンサルティング案件の開拓

　不動産コンサルティング案件の開拓において今後、さらなる事業の拡大には組織だった案件
ソーシングが必要であります。その課題を改善するため、経験豊富な人材の獲得を進め、また
教育・研修等により人材の底上げを図ってまいります。

②太陽光発電における領域の開拓
　当社グループは、これまで太陽光発電を中心に自然エネルギー事業の展開を進めてまいりま
したが、事業ポートフォリオの最適化に応じて、風力発電施設等の開発・投資等にも注力して
まいります。その具体的な取り組みとして、取引企業や金融機関等との情報交換によるネット
ワーク強化を図ってまいります。

③資金調達能力の向上
　当社グループの不動産コンサルティング事業及び自然エネルギー事業の発展・拡大に向け
て、資金調達能力を向上させる必要があります。不動産コンサルティング事業は取扱アセット
の多様化に伴い資金需要が旺盛であり、かつ機動的な資金も必要であります。また自然エネル
ギー事業においては、太陽光発電施設に加えて風力発電施設の開発等も計画しております。今
後当社グループが持続的な成長を達成するためには、円滑な資金調達環境を作り上げる必要が
あります。
　そのために、資本市場における情報収集及び分析に努める他、調達先の多様化、先進的な調
達手法の検討や取引金融機関との関係強化に取り組んでまいります。

④人材の確保と育成
　当社グループがさらなる事業拡大を図り、変化する事業環境に柔軟に対応し、当社グループ
の強みとなる専門性を高め差別化を図っていくためには、多様性のある人材の確保と育成が重
要です。
　当社グループでは優秀で専門性の高い人材にとって魅力ある会社であるために、パフォーマ
ンスに対する公正な評価及びフォローアップ体制と、教育体制の充実に引き続き取り組んでま
いります。

⑤内部管理体制の強化
　継続的に当社グループが成長を遂げていくためには、経営上のリスクを適切に把握し、当該
リスクをコントロールするための内部管理体制の強化が重要な課題と考えております。
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　具体的には、監査役と内部監査担当者との積極的な連携、定期的な内部監査の実施、有効か
つ効果的な監査役監査の実施、社内経営陣によるリスクマネジメント・コンプライアンス委員
会の開催、従業員に対する各種コンプライアンス研修の実施等を通じて内部管理体制を強化し
てまいりたいと考えております。

事 業 区 分 事 業 内 容

不動産コンサルティング事業 不動産に関するコンサルティング、開発

自 然 エ ネ ル ギ ー 事 業 太陽光及び風力発電施設からの売電、太陽光及び風力発電施設の開発

⑸ 主要な事業内容（2021年８月31日現在）

名称 所在地

当社 本社 東京都千代田区

当社 大阪支社 大阪府大阪市

霞ヶ関パートナーズ株式会社 本社 東京都千代田区

霞ヶ関投資顧問株式会社 本社 東京都千代田区

霞ヶ関アセットマネジメント株式会社 本社 東京都千代田区

Kasumigaseki Capital (Thailand) Co., Ltd 本社 タイ王国バンコク都

PT. Kasumigaseki Development Indonesia 本社 インドネシア王国ジャカルタ特別州

合同会社KC Investment 1 本社 東京都千代田区

KC Technologies株式会社 本社 東京都千代田区

匿名組合Alpha Energy３ 本社 東京都港区

メゾンドツーリズム京都株式会社 本社 京都府京都市

霞ヶ関アグリ合同会社 本社 鹿児島県曽於市

⑹ 主要な事業所等（2021年８月31日現在）

（注）2020年12月11日付で、大阪支社を開設いたしました。
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セグメントの名称 従業員数（名） 前連結会計年度末比増減（名）

不動産コンサルティング事業 68 ６

自 然 エ ネ ル ギ ー 事 業 ３ ０

全　　社　　（　共　通　） 37 ２

合　　計 108 ８

従業員数（名） 前事業年度末比増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

103 13 37.5 1.4

⑺ 従業員の状況（2021年８月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は当社及び連結子会社の就業人員であります。なお、臨時従業員数は、従業員数の100分の
10未満であるため、記載を省略しております。

２. １年間で８名増加しましたのは、主として業務拡大に伴う採用によるものであります。
３. 全社（共通）は、特定のセグメントに区分できない管理部門等の従業員であります。

② 当社の従業員の状況

（注）１. 臨時従業員数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
２. １年間で13名増加しましたのは、主として業務拡大に伴う採用によるものであります。

借 入 先 借 入 額

株式会社滋賀銀行 1,751,175 千円

ファンズ・レンディング株式会社 864,300 千円

株式会社 LIFULL Social Funding 802,536 千円

株式会社三井住友銀行 673,755 千円

⑻ 主要な借入先の状況（2021年８月31日現在）

⑼ その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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⑴ 発行可能株式総数 9,600,000株

⑵ 発行済株式の総数 3,334,920株

⑶ 株主数 4,070名（前期末比417名増加）

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

小川　潤之 1,263,040 37.93

河本　幸士郎 384,800 11.55

川口　正人 160,000 4.80
NOMURA PB NOMINEES LIMITED 
OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) 116,500 3.49

石井　晃 62,400 1.87

文　智勇 60,000 1.80

小澤　幹生 37,900 1.13

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 32,152 0.96

廣瀬　一成 30,000 0.90

鈴木　健仁 30,000 0.90

２. 株式の状況（2021年８月31日現在）

（注）１. 2020年９月１日から2021年８月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式の総数が
128,120株増加しております。

２. 発行済株式の総数には、自己株式5,365株が含まれております。

⑷ 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 17,100株 ３名

社外取締役 － －

監査役 － －

⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告19ページ「４．⑸　取締役及び監査役の報酬等」に記
載しております。

⑹ その他株式に関する重要な事項
　2021年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行ったことにより、発
行済株式の総数が3,334,920株増加し、6,669,840株となっております。
　会社法第184条第２項の規定に基づき、株式分割の効力発生日である2021年９月１日をもって
当社定款第６条を変更し、発行可能株式総数は9,600,000株増加して19,200,000株となっており
ます。
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第１回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

発行決議日 2016年６月30日 2017年11月28日 2018年６月８日

新株予約権の数 1,880個 572個 540個

新株予約権の目的となる
株式の種類と数

普通株式 75,200株
(新株予約権１個につき40株)

普通株式 22,880株
(新株予約権１個につき40株)

普通株式 21,600株
(新株予約権１個につき40株)

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
25,000円

（１株当たり 625円）

新株予約権１個当たり
43,000円

（１株当たり 1,075円）

新株予約権１個当たり
50,000円

（１株当たり 1,250円）

権利行使期間 2018年７月１日から
2026年６月30日まで

2019年11月29日から
2027年11月28日まで

2020年６月９日から
2028年６月８日まで

行使の条件 （注）１ （注）１ （注）１

役 員 の
保有状況

取 締 役
(社外取締役を除く)

新株予約権の数
1,700個

目的となる株式数
68,000株

保有者　　　　　　２人

新株予約権の数
500個

目的となる株式数
20,000株

保有者　　　　　　１人

新株予約権の数
120個

目的となる株式数
4,800株

保有者　　　　　　１人

３. 新株予約権等の状況
⑴　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約
権の状況

（注）１. 新株予約権の行使の主な条件は下記のとおりであります。
イ）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において

も、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
ロ）新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

２. 2018年６月９日付で１株を20株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」及び
「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」は調整されております。

３. 2019年９月１日付で１株を２株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」及び
「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」は調整されております。

４. 上記のうち、第３回において取締役１名に付与している新株予約権は、使用人として在籍中に付与さ
れたものであります。

５. 上記のうち、第４回において取締役１名に付与している新株予約権は、使用人として在籍中に付与さ
れたものであります。

６. 社外取締役及び監査役には新株予約権を付与しておりません。
７. 2021年９月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っておりますが、株式

分割前の新株予約権の状況を記載しております。
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第６回新株予約権

発行決議日 2021年２月26日

新株予約権の数 413個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 41,300株
(新株予約権１個につき100株)

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たり

428,700円
（１株当たり 4,287円）

権利行使期間 2023年３月16日から
2026年３月15日まで

行使の条件 （注）

使用人等への交付状況 当社使用人

新株予約権の数
413個

目的となる株式数
41,300株

交付者数　　　　　　79人

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

（注）１. 新株予約権の行使の主な条件は下記のとおりであります。
イ）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において

も、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
ロ）新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

２. 2021年９月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っておりますが、株式
分割前の新株予約権の状況を記載しております。

⑶　その他新株予約権等に関する重要事項
該当事項はありません。
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地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

取締役会長 小川　潤之 ―

代表取締役社長 河本　幸士郎 ―

取締役 廣瀬　一成 経営企画本部長

取締役 緒方　秀和
投資運用本部長
霞ヶ関パートナーズ株式会社代表取締役社長
KC Technologies株式会社代表取締役社長

取締役 川口　正人
投資事業本部長
霞ヶ関投資顧問株式会社代表取締役社長
霞ヶ関アグリ合同会社職務執行者

取締役 岡田　康嗣 戦略投資事業本部長兼CRE戦略事業部長

取締役 杉本　亮 物流事業本部長兼物流事業部長

取締役 森　一雄 ―

常勤監査役 佐々木　敏夫 ―

監査役 松村　正哲 松村総合法律事務所代表

監査役 原田　昌平
仙石山監査共同事務所代表
全国農業協同組合連合会監事
MULプライベートリート投資法人監督役員
日比谷総合設備株式会社監査役

４. 会社役員の状況
⑴ 取締役及び監査役の状況（2021年８月31日現在）

（注）１. 取締役森一雄氏は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役佐々木敏夫氏、監査役松村正哲氏、監査役原田昌平氏の３氏は、社外監査役であります。
３. 監査役原田昌平氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し

ております。
４. 取締役森一雄氏、常勤監査役佐々木敏夫氏、監査役松村正哲氏及び監査役原田昌平氏は、東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
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⑵ 責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役森一雄氏、監査役松村正哲氏及び監査役原田昌平氏は、会社法第427条第１項
の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額として
おります。

⑶ 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

⑷ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、取締役及び監査役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責
任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の
地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、
被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社
が全額負担しております。
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⑸ 取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、公正かつ透明性の高いプロセスの確保を
目的として「役員報酬の決定に関する基本方針」を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定
方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであ
ると判断しております。
　概要は以下のとおりです。

１．役員報酬は、取締役（社外取締役を除く。）、社外取締役、監査役別の体系とする。
２．役員報酬は、役割・責務等に応じた月毎に支給する定額の金銭報酬（固定報酬）とし、体系

別に定める。
３．取締役（社外取締役を除く。）の株式報酬は、譲渡制限付株式報酬（事前交付型）とする。
（固定報酬）
　　　全ての取締役の固定報酬は、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、会社

の業績や経済情勢、及び個々の職責、経歴、実績等を総合的に勘案し、取締役会の決議を経
て決定する。

（株式報酬）
　　　取締役（社外取締役を除く。）の株式報酬は、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向

上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的と
して導入し、固定報酬枠とは別枠で、会社の業績や経済情勢、及び個々の職責、経歴、実績
等を総合的に勘案し、取締役会の決議を経て決定する。

４．金銭報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に
関する方針

　　　取締役（社外取締役を除く。）の種類別の報酬割合については、固定報酬を基本報酬と
し、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える必要がある
と取締役会で判断した場合に、株式報酬額の決定を取締役会で行う。
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区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役
（うち社外取締役）

167,675
（6,000）

139,312
（6,000）

－
（－）

28,363
（－）

８
（１）

監査役
（うち社外監査役）

22,800
（22,800）

22,800
（22,800）

－
（－）

－
（－）

３
（３）

合計
（うち社外役員）

190,475
（28,800）

162,112
（28,800）

－
（－）

28,363
（－）

11
（４）

② 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載してお

ります。
３. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「①　役員報酬等の内容の決定に関

する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「２．（5）　当事業年度
中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

４. 取締役の報酬限度額は、2018年３月29日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内と決
議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名（うち、社外取締役は１名）
です。

５. 監査役の報酬限度額は、2018年11月29日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決
議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名です。

６. 取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度の導入について、2019年11月28日開催の
定時株主総会において、年額60,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の
取締役の員数は、６名（うち、社外取締役は１名）です。

③ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。

④ 社外役員が親会社等から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 森　一雄

当事業年度に開催された取締役会30回のうち30回に出席いたしまし
た。出席した取締役会において、経営から独立した客観的・中立的な立
場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を
行っております。

監査役 佐々木　敏夫

当事業年度に開催された取締役会30回のうち30回、監査役会12回のう
ち12回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、
議案の審議に必要な発言をする等、企業経営分野に係わる専門的見地か
ら適宜発言を行っております。

監査役 松村　正哲

当事業年度に開催された取締役会30回のうち28回、監査役会12回のう
ち12回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、
主に法務全般に関し、弁護士としての専門的見地から適宜発言を行って
おります。

監査役 原田　昌平

当事業年度に開催された取締役会30回のうち28回、監査役会12回のう
ち12回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、
主に財務・会計等に関し、公認会計士としての専門的見地から適宜発言
を行っております。

⑹ 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・監査役松村正哲氏は、松村総合法律事務所の代表であります。当社と兼職先との間には特別
の関係はありません。
・監査役原田昌平氏は、仙石山監査共同事務所の代表、全国農業協同組合連合会監事、MUL
プライベートリート投資法人監督役員、及び日比谷総合設備株式会社監査役であります。当社
と各兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会のほか、会社法第370条及び定款第25条の規定に基づく書面による取締役会決議が５回
ありました。

－ 21 －



報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 27,500千円

５. 会計監査人の状況
⑴ 名称 太陽有限責任監査法人

⑵ 報酬等の額

（注）１. 会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報
酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の
報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を
いたしました。

⑶ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査
役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報
告いたします。

６. 会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、
特に定めておりません。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
開 発 事 業 等 支 出 金
販 売 用 不 動 産
前 払 金
預 け 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
リ ー ス 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

繰 延 資 産
社 債 発 行 費

　

10,705,110
3,607,184
137,000
2,471

5,139,211
1,082,919
301,589
435,158
△425

4,321,387
3,276,031
1,542,671
317,523
98,056
956,211
356,933
4,634

76,725
8,045
68,680

968,631
123,568
274,277
570,785
13,626
13,626

　

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 4,139,502

短 期 借 入 金 1,754,796
１年内償還予定の社債 65,200
１年内返済予定の長期借入金 850,898
リ ー ス 債 務 55,166
未 払 金 482,048
未 払 費 用 35,416
未 払 法 人 税 等 405,271
賞 与 引 当 金 162,250
災 害 損 失 引 当 金 179,796
株 主 優 待 引 当 金 27,948
そ の 他 120,709

固 定 負 債 5,994,496
社 債 262,200
長 期 借 入 金 4,378,964
リ ー ス 債 務 138,093
繰 延 税 金 負 債 398,051
資 産 除 去 債 務 151,782
長 期 預 り 敷 金 109,086
長 期 預 り 金 242,348
企業結合に係る特定勘定 313,970

負 債 合 計 10,133,999
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 4,833,333
資 本 金 1,643,581
資 本 剰 余 金 1,561,624
利 益 剰 余 金 1,644,289
自 己 株 式 △16,161

その他の包括利益累計額 △1,707
為 替 換 算 調 整 勘 定 △1,707

新 株 予 約 権 46,122
非 支 配 株 主 持 分 28,376
純 資 産 合 計 4,906,124

資 産 合 計 15,040,124 負 債 純 資 産 合 計 15,040,124

連 結 貸 借 対 照 表
（2021年８月31日現在）

（単位：千円）
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(2020年９月 1 日から
2021年８月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 14,295,921
売 上 原 価 9,885,220
売 上 総 利 益 4,410,700
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,081,945
営 業 利 益 1,328,755
営 業 外 収 益

受 取 利 息 233
投 資 事 業 組 合 運 用 益 6,161
雑 収 入 1,286 7,682

営 業 外 費 用
支 払 利 息 175,627
ア レ ン ジ メ ン ト 手 数 料 108,384
為 替 差 損 10,532
そ の 他 4,706 299,251

経 常 利 益 1,037,185
特 別 利 益

受 取 保 険 金 148,652
負 の の れ ん 発 生 益 526,383 675,035

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 40,803
災 害 に よ る 損 失 241,283
災 害 損 失 引 当 金 繰 入 額 179,796
事 業 整 理 損 140,067
減 損 損 失 64,594
和 解 金 10,000 676,544

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,035,676
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 435,454
法 人 税 等 調 整 額 △189,721 245,732
当 期 純 利 益 789,943
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △3,589
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 793,532

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
開 発 事 業 等 支 出 金
販 売 用 不 動 産
前 払 金
前 払 費 用
1年内回収予定の長期貸付金
預 け 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
出 資 金
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
投 資 損 失 引 当 金
そ の 他

繰 延 資 産
社 債 発 行 費　

7,269,061
2,885,066
130,513
2,471

2,344,810
983,508
189,121
300,000
301,525
132,428
△384

5,012,625
2,126,069
987,885
3,726
79,505
26,134
85,684
592,371
346,127
4,634
62,553
51,308
2,526
8,045
673

2,824,002
79,888
628

1,477,325
268,032
322,054
155,270
263,073
△10,495
268,224
13,626
13,626　

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 3,761,196
短 期 借 入 金 1,749,800
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 65,200
1年内返済予定の長期借入金 581,718
リ ー ス 債 務 51,000
未 払 金 432,712
未 払 費 用 26,930
未 払 法 人 税 等 404,580
前 受 金 23,894
預 り 金 26,532
預 り 敷 金 28,832
賞 与 引 当 金 162,250
災 害 損 失 引 当 金 179,796
株 主 優 待 引 当 金 27,948
固 定 負 債 3,866,911
社 債 262,200
長 期 借 入 金 2,972,432
リ ー ス 債 務 131,704
資 産 除 去 債 務 151,782
長 期 預 り 敷 金 106,443
長 期 預 り 金 242,348
負 債 合 計 7,628,108
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 4,621,082
資 本 金 1,643,581
資 本 剰 余 金 1,567,808
資 本 準 備 金 1,548,580
そ の 他 資 本 剰 余 金 19,228
利 益 剰 余 金 1,425,855
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,425,855
繰 越 利 益 剰 余 金 1,425,855
自 己 株 式 △16,161

新 株 予 約 権 46,122

純 資 産 合 計 4,667,205
資 産 合 計 12,295,313 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,295,313

貸　借　対　照　表
（2021年８月31日現在）

（単位：千円）
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(2020年９月 1 日から
2021年８月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 14,090,053
売 上 原 価 9,659,839
売 上 総 利 益 4,430,213
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,892,772
営 業 利 益 1,537,441
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,961
投 資 事 業 組 合 運 用 益 6,161
雑 収 入 867 14,990

営 業 外 費 用
支 払 利 息 155,735
社 債 利 息 359
社 債 発 行 費 償 却 1,679
為 替 差 損 10,550
ア レ ン ジ メ ン ト 手 数 料 106,186
そ の 他 551 275,063

経 常 利 益 1,277,367
特 別 利 益

受 取 保 険 金 148,652 148,652
特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 38,471
災 害 に よ る 損 失 241,283
災 害 損 失 引 当 金 繰 入 額 179,796
投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額 10,495
事 業 整 理 損 115,460
減 損 損 失 64,594
和 解 金 10,000 660,101

税 引 前 当 期 純 利 益 765,918
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 434,712
法 人 税 等 調 整 額 △184,101 250,611
当 期 純 利 益 515,307

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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独立監査人の監査報告書
2021年10月21日

霞ヶ関キャピタル株式会社
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
　東京事務所

指定有限
責任社員
業務執行
社 員

公認会計士 石 井 　 雅 也 ㊞

指定有限
責任社員
業務執行
社 員

公認会計士 内 野 　 福 道 ㊞
　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、霞ヶ関キャピタル株式会社の2020年
９月１日から2021年８月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、霞ヶ関キャピタル株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書
類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書
2021年10月21日

霞ヶ関キャピタル株式会社
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
　東京事務所

指定有限
責任社員
業務執行
社 員

公認会計士 石 井 　 雅 也 ㊞

指定有限
責任社員
業務執行
社 員

公認会計士 内 野 　 福 道 ㊞
　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、霞ヶ関キャピタル株式会社の
2020年９月１日から2021年８月31日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。

計算書類に係る会計監査報告
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　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2020年9月1日から2021年8月31日までの第10期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、監査役からの監査報告に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとお
り報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役及び太陽有限責任監査法人（以下、「会計監査人」という。）
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。また、子会社については、その資産運営状況等の確認
を行いました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制、業務の適正を確保するための必要なものとして会社法施行規則第100条
第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき
整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しまし
た。
③　会計監査人が独自の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）並びに連結計算書類（連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年10月22日
霞ヶ関キャピタル株式会社　監査役会
常勤監査役 佐々木　敏　夫 ㊞
監 査 役 松　村　正　哲 ㊞
監 査 役 原　田　昌　平 ㊞

　
以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金処分の件
　当社は、株主の皆様への安定的かつ継続的な配当の実現を中長期的な重点課題として位置付け、
配当原資確保のための収益力向上を図り、財政基盤の強化に努め、将来の事業の発展と経営基盤の
強化のために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し配当を行うこ
とを基本方針としております。
　当期の期末配当につきましては、当期の業績、経営環境等を勘案し、下記のとおり１株当たり
40円とさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
　金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金40円　　総額　133,182,200円
　（注）当社は2021年９月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割
　　　　を実施しております。当期（第10期）の期末配当につきましては、配当基準日が2021
　　　　年８月31日となりますので、当該株式分割前の株式数を基準として配当を実施いたしま
　　　　す。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
　2021年11月30日
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現　　行　　定　　款 変　　　更　　　案
第１章　総　則

（商号）
第１条　（条文省略）

（目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを
目的とする。
１．～２．　（条文省略）
３．不動産の保有、運営、売買、賃貸借、
仲介
４．　（条文省略）
５．前各号に付随するコンサルティング業
務全般

第１章　総　則

（商号）
第１条　（現行どおり）

（目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。
１．～２．　（現行どおり）
３．不動産の保有、運営、売買、賃貸借、仲
介、管理及び鑑定
４．　（現行どおり）
（削除）

第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
（１） 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることによ

り、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・
ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することと
いたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委
員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うもので
あります。

（２） 当社の今後の事業展開に備え、現行定款第２条（目的）に事業目的の追加を行うものであ
ります。

（３） その他、上記の各変更に伴う字句の修正を行うとともに、文言の整備等所要の変更を行う
ものであります。
　なお、本議案にかかる定款変更は、本定時総会終結の時をもって効力を生ずるものといたし
ます。

２．変更の内容
　変更内容は次のとおりであります。

（下線部は変更箇所を示します。）
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現　　行　　定　　款 変　　　更　　　案
６．～８．　（条文省略）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）

９．前各号に付帯又は関連する一切の事業

（本店の所在地）
第３条　（条文省略）

（機関）
第４条　当会社は、株主総会及び取締役の
ほか、次の機関を置く。
１．取締役会
２．監査役
３．監査役会
４．会計監査人

（公告方法）
第５条　当会社の公告は、電子公告とす
る。ただし、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告をすることができない場
合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する
方法とする。

第２章　株　式

第６条～第７条　（条文省略）

（単元株式）
第８条　（条文省略）

５．～７．　（現行どおり）
８．不動産特定共同事業
９．建築物の設計、工事監理及び調査
１０．建築・土木工事の施工及び請負
１１．前各号に付随するコンサルティング業務
全般
１２．前各号に付帯又は関連する一切の事業

（本店の所在地）
第３条　（現行どおり）

（機関）
第４条　当会社は、株主総会及び取締役のほ
か、次の機関を置く。
１．取締役会
２．監査等委員会
　 （削　除）
３．会計監査人

（公告方法）
第５条　当会社の公告方法は、電子公告とす
る。ただし、事故その他やむを得ない事由によ
って電子公告をすることができない場合の公告
方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。

第２章　株　式

第６条～第７条　（現行どおり）

（単元株式数）
第８条　（現行どおり）
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現　　行　　定　　款 変　　　更　　　案
（単元未満株式についての権利）
第９条　（条文省略）

（株主名簿管理人）
第１０条　（条文省略）
２　（条文省略）
３　当会社の株主名簿管理人及び新株予約
権原簿の作成ならびにこれらの備置きその
他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する
事務は株主名簿管理人に委託し、当会社に
おいては、これを取扱わない。

（株式取扱規程）
第１１条　当会社の株式に関する取扱い及
び手数料は、法令または本定款のほか、取
締役会にて定める株式取扱規程による。

第３章　株主総会

第１２条～第１４条　（条文省略）

（決議の方法）
第１５条　株主総会の決議は、法令又は本
定款に別段の定めある場合を除き、出席し
た株主の議決権の過半数で行う。

２　（条文省略）

（議決権の代理行使）
第１６条　株主は、当会社の議決権を有す
る他の株主を代理人として、その議決権を

（単元未満株式についての権利）
第９条　（現行どおり）

（株主名簿管理人）
第１０条　（現行どおり）
２　（現行どおり）
３　当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作
成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び
新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人
に委託し、当会社においては、これを取扱わな
い。

（株式取扱規程）
第１１条　当会社の株式に関する取扱い及び手
数料は、法令又は本定款のほか、取締役会にお
いて定める株式取扱規程による。

第３章　株主総会

第１２条～第１４条　（現行どおり）

（決議の方法）
第１５条　株主総会の決議は、法令又は本定款
に別段の定めある場合を除き、出席した議決権
を行使することができる株主の議決権の過半数
をもって行う。
２　（現行どおり）

（議決権の代理行使）
第１６条　株主は、当会社の議決権を有する他
の株主１名を代理人として、その議決権を行使
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現　　行　　定　　款 変　　　更　　　案
行使することができる。
２　（条文省略）

（株主総会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供）
第１７条　当会社は、株主総会の招集に際
し、株主総会参考書類、事業報告、計算書
類及び連結計算書類に記載または表示すべ
き事項に係る情報を、法務省令に定めると
ころに従いインターネットを利用する方法
で開示することにより、株主に対して提供
したものとみなすことができる。

第４章　取締役及び取締役会

（員数）
第１８条　当会社の取締役は、１１名以内
とする。
（新設）

（選任方法）
第１９条　取締役は、株主総会において選
任する。

２～３　（条文省略）

（任期）
第２０条　当会社の取締役の任期は、選任
後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時ま

することができる。
２　（現行どおり）

（株主総会参考書類等のインターネット開示と
みなし提供）
第１７条　当会社は、株主総会の招集に際し、
株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連
結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情
報を、法務省令に定めるところに従いインター
ネットを利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすことができ
る。

第４章　取締役及び取締役会

（員数）
第１８条　当会社の取締役（監査等委員である
取締役を除く。）は、１１名以内とする。
２　当会社の監査等委員である取締役は、４名
以内とする。

（選任方法）
第１９条　取締役は、監査等委員である取締役
とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会に
おいて選任する。
２～３　（現行どおり）

（任期）
第２０条　当会社の取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する定
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現　　行　　定　　款 変　　　更　　　案
でとする。
（新設）

２　増員又は補欠として選任された取締役
の任期は、在任取締役の任期の満了する時
までとする。
（新設）

（代表取締役及び役付取締役）
第２１条　取締役会は、取締役の中から代
表取締役を選定しなければならない。

２　取締役会は、その決議によって、取締
役会長、取締役社長各１名並びに取締役副
社長、専務取締役及び常務取締役各若干名
を選定することができる。

（取締役会の招集及び議長）
第２２条　（条文省略）

（取締役会の招集通知）
第２３条　取締役会の招集通知は、会日の
３日前までに各取締役及び各監査役に対し
て発する。ただし、緊急の必要があるとき
は、この期間を短縮することができる。
２　取締役及び監査役の全員の同意がある

時株主総会の終結の時までとする。
２　監査等委員である取締役の任期は、選任後
２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までとする。
（削除）

３　任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員であ
る取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了する時までとする。

（代表取締役及び役付取締役）
第２１条　取締役会は、その決議によって、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）の中
から代表取締役を選定しなければならない。
２　取締役会は、その決議によって、取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の中から
取締役会長、取締役社長各１名並びに取締役副
社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選
定することができる。

（取締役会の招集及び議長）
第２２条　（現行どおり）

（取締役会の招集通知）
第２３条　取締役会の招集通知は、会日の３日
前までに各取締役に対して発する。ただし、緊
急の必要があるときは、この期間を短縮するこ
とができる。
２　取締役の全員の同意があるときは、招集の
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現　　行　　定　　款 変　　　更　　　案
ときは、招集の手続を経ないで取締役会を
開催することができる。

（決議の方法）
第２４条　（条文省略）

（決議の省略）
第２５条　取締役が取締役会の決議の目的
である事項について提案をした場合におい
て、当該提案につき、取締役（当該事項に
ついて議決に加わることができるものに限
る）の全員が書面又は電磁的記録により同
意の意思表示をしたときは、当該提案を可
決する旨の取締役会の決議があったものと
する。
ただし、監査役が当該提案について異議を
述べたときは、この限りでない。

（新設）

（報酬等）
第２６条　取締役の報酬、賞与その他の職
務執行の対価として当会社から受ける財産
上の利益（以下「報酬等」という）は、株
主総会の決議によって定める。

手続を経ないで取締役会を開催することができ
る。

（決議の方法）
第２４条　（現行どおり）

（決議の省略）
第２５条　取締役が取締役会の決議の目的であ
る事項について提案をした場合において、当該
提案につき、取締役（当該事項について議決に
加わることができるものに限る。）の全員が書
面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
ときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決
議があったものとする。

（重要な業務執行の決定の委任）
第２６条　当会社は、会社法第３９９条の１３
第６項の規定により、取締役会の決議によっ
て、重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる
事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役
に委任することができる。

（報酬等）
第２７条　取締役の報酬、賞与その他の職務執
行の対価として当会社から受ける財産上の利益
は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締
役とを区別して、株主総会の決議によって定め
る。
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現　　行　　定　　款 変　　　更　　　案
第２７条～第２８条　（条文省略）

第５章　監査役及び監査役会

（員数）
第２９条　当会社は監査役を置き、監査役
は４名以内とする。

（選任方法）
第３０条　監査役は、株主総会の決議によ
って選任する。
２　当会社の監査役を選任する株主総会の
決議は、議決権を行使することができる株
主の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、出席した当該株主の議決権の過半
数をもって行わなければならない。

（任期）
第３１条　当会社の監査役の任期は、選任
後４年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。
２　任期満了前に退任した監査役の補欠と
して選任された監査役の任期は、退任した
監査役の任期の満了する時までとする。

（常勤の監査役）
第３２条　監査役会は、その決議によって
常勤の監査役を選定する。

第２８条～第２９条　（現行どおり）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）
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（監査役会の招集通知）
第３３条　監査役会の招集通知は、会日の
３日前までに各監査役に対して発する。た
だし、緊急の必要があるときは、この期間
を短縮することができる。

（監査役会の決議方法）
第３４条　監査役会の決議は、法令に別段
の定めがある場合を除き、監査役の過半数
をもって行う。

（監査役会規程）
第３５条　監査役会に関する事項は、法令
又は定款に定めるもののほか、監査役会に
おいて定める監査役会規程による。

（報酬等）
第３６条　監査役の報酬等は、株主総会の
決議によって定める。

（監査役の責任免除）
第３７条　当会社は、会社法第４２６条第
１項の規定により、任務を怠ったことによ
る監査役（監査役であった者を含む。）の
損害賠償責任を、法令の限度において、取
締役会の決議によって免除することができ
る。
２　当会社は、会社法第４２７条第１項の
規定により、監査役との間に、任務を怠っ
たことによる損害賠償責任を限定する契約
を締結することができる。ただし、当該契

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）
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現　　行　　定　　款 変　　　更　　　案
約に基づく責任の限度額は、法令が規定す
る額とする。

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

第６章　会計監査人

第５章　監査等委員会

（常勤の監査等委員）
第３０条　監査等委員会は、その決議によっ
て、常勤の監査等委員を選定することができ
る。

（監査等委員会の招集通知）
第３１条　監査等委員会の招集通知は、会日の
３日前までに各監査等委員に対して発する。た
だし、緊急の必要があるときは、この期間を短
縮することができる。
２　監査等委員全員の同意があるときは、招集
の手続を経ないで監査等委員会を開催すること
ができる。

（監査等委員会の決議方法）
第３２条　監査等委員会の決議は、議決に加わ
ることができる監査等委員の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。

（監査等委員会規程）
第３３条　監査等委員会に関する事項は、法令
又は本定款のほか、監査等委員会において定め
る監査等委員会規程による。

第６章　会計監査人
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現　　行　　定　　款 変　　　更　　　案
第３８条～第３９条　（条文省略）

第７章　計算

（事業年度）
第４０条　（条文省略）

（剰余金の配当の基準日）
第４１条　当会社は、毎年８月３１日の最
終の株主名簿に記載又は記録された株主又
は登録株式質権者に対して、剰余金の配当
を行う。
２　（条文省略）

（中間配当）
第４２条　（条文省略）

（配当の排除期間）
第４３条　（条文省略）

第８章　附則

（定款に定めのない事項）
第４４条　（条文省略）

（新設）

第３４条～第３５条　（現行どおり）

第７章　計　算

（事業年度）
第３６条　（現行どおり）

（剰余金の配当の基準日）
第３７条　当会社の期末配当の基準日は、毎年
８月３１日とする。

２　（現行どおり）

（中間配当）
第３８条　（現行どおり）

（配当の除斥期間）
第３９条　（現行どおり）

第８章　附　則

（定款に定めのない事項）
第４０条　（現行どおり）

（監査役の責任免除に関する経過措置）
第４１条　当会社は、第１０期定時株主総会終
結前の行為に関する会社法第４２３条第１項所
定の監査役（監査役であった者を含む。）の損
害賠償責任を、法令の限度において、取締役会
の決議によって免除することができる。
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候補者
番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所 有 す る
当 社 の株 式 数

１
お

小
 

　
 

　
がわ

川
 

　
 

　
ひろ

潤
 

　
 

　
ゆき

之
(1977年８月９日)

2001年11月 三井不動産販売株式会社（現三井不動産
リアルティ株式会社）　入社

2005年３月 グローバンス株式会社　入社
2006年10月 クレディ・スイス・プリンシパルインベ

ストメンツ　入社
2007年５月 ファンド・ディレクション株式会社　代

表取締役
2012年10月 合同会社フォルテ（現当社）入社
2015年８月 当社　最高財務責任者
2016年４月 当社　取締役最高財務責任者
2018年４月 当社　取締役最高執行責任者
2019年４月 当社　取締役会長（現任）

1,263,040株

２
こう

河
 

　
 

　
もと

本
 

　
 

　
こう

幸
 

 
 

 
し

士
 

 
 

 
ろう

郎
(1973年11月24日)

1999年４月 明豊ファシリティワークス株式会社　入
社

2001年４月 株式会社リアルワークス　入社
2003年６月 グローバンス株式会社　入社
2006年11月 グロブナー・ファンド・マネジメント・

ジャパン・リミテッド　入社
2014年12月 合同会社フォルテ（現当社）　入社
2015年８月 当社　代表取締役社長（現任）

384,800株

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
　第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会
社となり、取締役全員（８名）は定款変更の効力発生時をもって任期満了により退任となります。
つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以
下、本議案において同じです。）７名の選任をお願いするものであります。
　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を
生じるものとします。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所 有 す る
当 社 の株 式 数

３
ひろ

廣
 

　
 

　
せ

瀬
 

　
 

　
かず

一
 

　
 

　
なり

成
(1974年８月24日)

1997年４月 和光証券株式会社（現みずほ証券株式会
社）　入社

2005年10月 メリルリンチ日本証券株式会社（現三菱
UFJモルガンスタンレーPB証券株式会
社）　入社

2008年１月 株式会社新生銀行　入行
2009年７月 SMBCフレンド証券株式会社（現SMBC

日興証券株式会社）　入社
2016年３月 当社入社　経営企画室長
2016年４月 当社　取締役最高管理責任者
2018年４月 当社　取締役最高財務責任者
2019年４月 当社　取締役管理本部長兼経理部長
2020年10月 当社　取締役経営企画本部長（現任）

30,000株

４
お

緒
 

　
 

　
がた

方
 

　
 

　
ひで

秀
 

　
 

　
かず

和
(1980年８月28日)

2003年４月 株式会社ゼファー　入社
2005年８月 グローバンス株式会社　入社
2006年12月 PAGインベストメント・マネジメント株

式会社　入社
2017年９月 当社　入社　執行役員投資事業部長
2018年４月 当社　取締役執行役員最高投資責任者
2019年４月 当社　取締役執行役員投資事業本部長
2019年９月 霞ヶ関パートナーズ株式会社　代表取締

役社長（現任）
2020年10月 当社　取締役執行役員投資運用本部長

（現任）
2021年３月 KC Technologies株式会社　代表取締

役社長（現任）
（重要な兼職の状況）
霞ヶ関パートナーズ株式会社　代表取締役社長
KC Technologies株式会社　代表取締役社長

8,700株
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候補者
番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要   な  兼   職   の  状   況）

所 有 す る
当 社 の株 式 数

５
すぎ

杉
 

　
 

　
もと

本
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
りょう

亮
(1978年12月６日)

2002年４月 ソニーマーケティング株式会社　入社
2007年10月 三菱地所投資顧問株式会社　入社
2017年９月 クッシュマン・アンド・ウェイクフィー

ルド・アセットマネジメント株式会社　
入社

2020年６月 当社　入社　執行役員物流事業部長
2020年８月 当社　執行役員物流事業本部長兼物流事

業部長
2020年11月 当社　取締役執行役員物流事業本部長兼

物流事業部長（現任）

5,700株
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候補者
番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要   な  兼   職   の  状   況）

所 有 す る
当 社 の株 式 数

６
もり

森
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
かず

一
 

　
 

　
お

雄
(1952年12月11日)

1977年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みず
ほ銀行）　入行

1991年４月 同行　ベルリン駐在員事務所首席駐在員
1994年10月 ドイツ興銀　出向　取締役　営業統括
1997年６月 興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会

社）　出向
1999年９月 同社　シンジケーション部長
2000年８月 同社　市場開発部長
2001年５月 新光証券株式会社（現みずほ証券株式会

社）　出向　資本市場本部　部長
2002年５月 同社　入社　インベストメントバンキン

グ４部長
2004年４月 同社　インベストメントバンキング１部

長
2006年４月 同社　執行役員　企業金融５部長
2008年６月 同社　執行役員M&Aアドバイザリー部

門担当
2009年５月 みずほ証券株式会社　執行役員　グロー

バル投資銀行部門　M&A関連担当
2010年４月 日本証券テクノロジー株式会社　入社　

常務執行役員
2011年４月 同社　取締役
2013年５月 同社　シニアフェロー
2014年２月 株式会社リガク　入社　社長室　理事
2015年４月 森総合事務所　代表（現任）
2017年11月 当社　社外取締役（現任）

－
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ふ  り  が  な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要   な  兼   職   の  状   況）

所 有 す る
当 社 の株 式 数

７
※

はら

原
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
まさ

雅
 

　
 

　
ひこ

彦
(1956年６月16日)

1979年４月 大蔵省（現　財務省）銀行局調査課
1984年７月 西尾税務署長
1995年７月 大蔵省大臣官房企画官
1996年７月 同　大臣官房文書課広報室長
1997年７月 同　主計局主計企画官
1998年７月 同　主計局給与課長
1999年７月 同　主計局主計官
2001年７月 財務省関税局業務課長
2002年７月 同　関税局関税課長
2005年７月 同　関税局総務課長
2006年８月 内閣官房行政改革推進室審議官兼行政改

革推進本部事務局審議官
2008年７月 財務省大臣官房審議官
2010年７月 大阪税関長
2011年６月 株式会社日本政策金融公庫　常務取締役
2012年４月 株式会社国際協力銀行　執行役員
2013年９月 オリックス銀行株式会社　顧問
2013年10月 同　取締役兼執行役員副社長
2021年６月 同　顧問（現任）

－

（注）１. ※印は、新任の取締役候補者であります。
２. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３. 森一雄氏及び原雅彦氏は、社外取締役候補者であります。
４. 森一雄氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、以下のとおりであります。
　　同氏は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識・経験を有しております。経営から独立した

客観的かつ中立的な立場から当社の経営に関して的確な助言をいただけるものと期待し、選任をお願
いするものであります。

５. 原雅彦氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、以下のとおりであります。
　　同氏は、財政・金融分野での豊富な経験と知見とともに、会社経営の責任を担った経験も有してお

り、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと期待し、選任をお願いするものであります。
６. 当社は、森一雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が選任さ

れた場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
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７. 森一雄氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の
時をもって４年となります。

８. 当社は、森一雄氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条
第１項に定める最低責任限度額としており、森一雄氏の選任が承認された場合は、同氏との当該契約
を継続する予定であります。原雅彦氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で同様の責任限定
契約を締結する予定であります。

９. 当社は、取締役が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき
行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る
損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担してお
りますが、各氏の選任が承認可決された場合、各氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められる
こととなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定してお
ります。

10. 各候補者の所有する当社の株式数は、2021年９月１日付で実施した株式分割前の当期末（2021年
８月31日）現在の株式数を記載しております。
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ふ  り  が  な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所 有 す る
当 社 の株 式 数

１

※
さ

佐
 

 
 

 
さ

々
 

 
 

 
き

木
 

　
 

　
とし

敏
 

　
 

　
お

夫
(1948年４月19日)

1972年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みず
ほ銀行）　入行

1983年３月 石油公団　出向
1987年６月 株式会社日本興業銀行　札幌支店　審査

役
1995年３月 同行　業務部　参事役
1996年３月 同行　融資第二部　参事役
1998年５月 株式会社マイカル北海道（現イオン北海

道株式会社）派遣　経営企画室
2000年６月 同社　入社　取締役経営企画室長
2007年３月 株式会社アクティオ　入社
2009年７月 株式会社エマルシェ　入社　取締役社長

室長
2010年４月 同社　代表取締役社長
2016年４月 当社　社外常勤監査役（現任）

－

第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
　第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会
社となりますので、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を
生じるものとします。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 51 －



候補者
番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所 有 す る
当 社 の株 式 数

２

※
と

戸
 

　
 

　
だ

田
 

　
 

　
ち

千
 

　
 

　
ふみ

史
(1950年５月26日)

1974年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みず
ほ銀行）　入行

1996年６月 同行　証券営業部副部長
1998年２月 同行　難波支店長
2000年９月 株式会社みずほホールディングス（現株

式会社 みずほフィナンシャルグルー
プ）　個人業務部長

2002年６月 興和不動産株式会社（現日鉄興和不動産
株式会社）　総務本部関係会社室長

2004年７月 同社　執行役員ビル事業本部営業統括部
長

2009年３月 ジャパンエクセレントアセットマネジメ
ント株式会社　代表取締役社長

2014年３月 品川インターシティマネジメント株式会
社　代表取締役社長

－

３

※
あお

青
 

　
 

　
やま

山
 

　
 

　
ひろ

大
 

　
 

　
き

樹
(1978年９月13日)

2002年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
2002年10月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律

事務所）　入所
2007年９月 Debevoise & Plimpton法律事務所（ニ

ューヨーク市）　出向
2008年９月 森・濱田松本法律事務所　復職
2011年１月 森・濱田松本法律事務所　パートナー

（現任）
（重要な兼職の状況）
森・濱田松本法律事務所　パートナー

－
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所 有 す る
当 社 の株 式 数
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(1984年１月４日)

2007年９月 検察官　任官
2013年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
2013年４月 伊藤見富法律事務所（現モリソン・フォ

ースター法律事務所）　入所
2014年５月 大江橋法律事務所　入所
2016年２月 長島・大野・常松法律事務所　入所（現

任）
（重要な兼職の状況）
長島・大野・常松法律事務所　弁護士

－

（注）１. ※印は、新任の取締役候補者であります。
２. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３. 各候補者全員は社外取締役候補者です。
４. 佐々木敏夫氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、以下のとおりでありま

す。
　　同氏は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な実務経験と豊富な知識を有しております。当社が

成長していく過程での組織構築や当社の適切な組織運営に関する助言・提言を期待し、選任をお願い
するものであります。

５. 戸田千史氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、以下のとおりであります。
　　同氏は、経営者としての豊富な経験と金融業界及び不動産業界における幅広い見識をもとに、当社の

経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバ
ナンス強化に寄与していただけると期待し、選任をお願いするものであります。

６. 青山大樹氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、以下のとおりであります。
　　同氏は、弁護士としてファイナンス関連業務や不動産関連業務を基軸とし、国内・国際契約交渉な

ど、企業法務全般の専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に
加えて、幅広い見識を当社の監査に反映していただけることを期待し、選任をお願いするものであり
ます。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理
由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

７. 福原あゆみ氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、以下のとおりでありま
す。
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　　同氏は、法務省・検察庁での経験をバックグラウンドに、企業の危機管理・争訟を主たる業務分野と
して、危機管理案件の経験も豊富に有しており、監査・監督の観点はもとより多様性も含めた有意義
な意見具申を期待し、選任をお願いするものであります。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理
由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

８. 当社は、佐々木敏夫氏が選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定
であります。

９. 佐々木敏夫氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終
結の時をもって４年７ヶ月となります。

10. 当社は、戸田千史氏、青山大樹氏及び福原あゆみ氏の選任が承認された場合、３氏との間で会社法第
427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定で
あります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度
額としております。

11. 佐々木敏夫氏は、現在、当社の監査役であり、当社は、同氏が被保険者に含まれる会社法第430条の
３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約で
は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償
請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなり、被保
険者の全ての保険料を当社が全額負担しておりますが、佐々木敏夫氏の選任が承認可決された場合、
佐々木敏夫氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、戸田千史氏、
青山大樹氏及び福原あゆみ氏の選任が承認可決された場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含めら
れることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定し
ております。
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第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
　当社は、取締役の報酬等について、2018年３月29日開催の臨時株主総会において、年額300,000
千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とご承認いただいておりますが、第２号議案「定款
一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、現在の取締役の報酬枠を廃止し、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、監査等委員
会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じ
です。）の報酬等の額を年額500,000千円以内（うち社外取締役は50,000千円以内）とすること、
及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることに
つきご承認をお願いするものであります。
　なお、当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は事業報告19ペー
ジに記載のとおりであり、その内容は、本議案をご承認いただいた場合の決定方針としても引き続き
相当であると考えられることから、当該方針を変更することは予定しておりません。本議案は、取締
役に対して付与する固定の金銭報酬に関する報酬枠を決定する議案であるところ、当該方針において
定められた個人別の固定の金銭報酬に関する算定の基準、取締役報酬全体に対して占める割合の水
準、付与対象となる取締役の人数水準などに照らした報酬枠として必要かつ合理的な内容となってお
り、相当であると判断しております。
　また、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
　現在の取締役は８名（うち社外取締役は１名）でありますが、第２号議案「定款一部変更の件」及
び第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」が原案どおり承認可決さ
れた場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は７名（うち社外取締役２名）となり
ます。
　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生
じるものといたします。

－ 55 －



第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
　第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ
移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査
等委員である取締役の報酬等の額を年額50,000千円以内とすること、及び各監査等委員である取締役
に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることに
つきご承認をお願いするものであります。本議案に係る報酬等の額は、監査等委員である取締役の職責
及び経済情勢等諸般の事情を勘案したものであり相当であると判断しております。
　第２号議案「定款一部変更の件」及び第４号議案「監査等委員である取締役４名選任の件」が原案ど
おり承認可決された場合、監査等委員である取締役の員数は４名となります。
　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じ
るものといたします。
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第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式
の付与のための報酬決定の件

　当社は、2019年11月28日開催の第８期定時株主総会において、取締役（社外取締役を除きま
す。）に対する譲渡制限付株式報酬制度（以下、本議案において「本制度」といいます。）の導入
につきご承認いただき今日に至っておりますが、当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認
可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、現在の取締役に対す
る本制度に係る報酬枠を廃止し、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役
及び社外取締役を除きます。以下、本議案において「対象取締役」といいます。）に、業績向上及
び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の
価値共有を進めることを目的として、第５号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
報酬等の額決定の件」にてご承認をお願いしている報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、一定の
譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式（以下、本議案において
「譲渡制限付株式」といいます。）を付与するための報酬枠を設定することにつきご承認をお願い
するものであります。
　なお、当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は事業報告19
ページに記載のとおりであり、その内容は、本議案をご承認いただいた場合の決定方針としても引
き続き相当であると考えられることから、当該方針を変更することは予定しておりません。本議案
は、取締役に対して付与する譲渡制限付株式に関する報酬枠を決定する議案であるところ、当該方
針において定められた個人別の譲渡制限付株式に関する算定の基準、取締役報酬全体に対して占め
る割合の水準、付与対象となる取締役の人数水準などに照らした報酬枠として必要かつ合理的な内
容となっており、相当であると判断しております。
　また、第２号議案「定款一部変更の件」及び第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除
く。）７名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、本制度の対象となる取締役は５名となり
ます。
　本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権と
し、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額50,000千円以内といた
します。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定す
ることといたします。
　また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全
部を現物出資財産として払込み、譲渡制限付株式の割当てを受けるものとし、これにより発行又は
処分される当社普通株式の総数は年16千株以内といたします。ただし、本議案のご承認が得られ
た日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含みます。）又は株式併合
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が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分する当社普通株式の総数の調整を必要
とする事由が生じた場合には、当該総数を合理的に調整することができるものといたします。な
お、１株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京
証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近
取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決
定いたします。
　本制度による譲渡制限付株式の割当てに当たっては、当社と対象取締役との間で、大要、以下の
内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものといたし
ます（本割当契約により割当てを受けた譲渡制限付株式を、以下「本割当株式」といいます。）。
　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を
生じるものといたします。

(1)　譲渡制限の内容
　対象取締役は、本割当株式の払込期日より１年間から10年間までの間で当社取締役会が定める
期間（以下「譲渡制限期間」といいます。）、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の
処分をしてはならない。
(2)　譲渡制限付株式の無償取得
　対象取締役が譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の
いずれの地位からも退任又は退職した場合には、任期満了、定年、死亡その他当社取締役会が正当
と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。また、下記(3)の
譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解
除されていない本割当株式について、当社はこれを当然に無償で取得する。
その他、競業避止義務違反や、法令、当社の内部規程等に重要な点で違反したと当社取締役会が認
めた場合など、本割当契約に定めた無償取得事由に該当する場合には、本割当株式を当社は当然に
無償で取得する。
(3)　譲渡制限の解除
　当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は
従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割
当株式の全部について譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(2)に定める当社の取締
役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位のいずれの地
位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する
時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
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(4)　組織再編等における取扱い
　当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編
等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された
場合には、当社の取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日まで
の期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち譲
渡制限を解除する。この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点
において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)　その他
　上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改訂の方法その他取締
役会で定める事項を本割当契約の内容とする。

（ご参考）
　本株主総会において本制度の導入についてご承認いただいた場合、当社の従業員に対しても、対
象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社普通株式を割当てる予定で
す。
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第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプ
ション報酬額及び内容決定の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行い
たします。このたび、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役
を除きます。以下、本議案において「対象取締役」といいます。）に対して、業績向上及び当社の企業
価値の持続的な向上を図ることについて更なるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様とのより
一層の価値共有を進めることを目的に、株価が上昇した場合にのみ利益が実現する報酬として、年額
450,000千円の範囲内で、下記内容のストック・オプションとしての新株予約権を付与することにつ
き、ご承認をお願いするものであります。なお、本議案にかかる報酬枠は、第５号議案「取締役（監査
等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件」及び第７号議案「取締役（監査等委員である取
締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」でご承認をお願
いしている報酬枠とは別枠で設定するものであります。
　対象取締役に付与するストック・オプションとしての新株予約権の報酬等の額は、新株予約権の割当
日において適用すべき諸条件を基にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定した新株予約権１個当
たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります。
　ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的内容は、業績向上及び当社
の企業価値の持続的な向上への貢献意欲をより一層高めること等を目的とし、対象取締役の業務執行の
状況、貢献度等を総合的に勘案して決定しており、ストック・オプションとして新株予約権を付与する
ことは対象取締役の報酬等として相当なものであると考えております。
　また、第２号議案「定款一部変更の件」及び第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除
く。）７名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、付与対象となる取締役は５名となります。
　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じ
るものといたします。

記

ストック・オプションとしての新株予約権の具体的内容
(1)　新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の上限は、3,000個とする。
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調整後行使価額   ＝   調整前行使価額     ×
　　　　　　　　１
　　株式分割又は株式併合の比率

(2)　新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数
（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式
分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行
う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のう
ち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる
１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式
数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる
ものとする。

(3)　新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株当たりの払込金額（以
下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における
当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は切り上げる。）又は割
当日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）のいずれか高い金額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使
価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数はこれを切り上げる。

また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行
う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移
転の場合を除く）、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数はこれを切り
上げる。
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   新規発行
    株式数

×
１株当たり
  払込金額   既発行

   株式数
＋

  調整後
 行使価額

＝
   調整前
 行使価額

×
    新規発行前の１株当たり時価

              既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株
式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合に
は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に
準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うこ
とができるものとする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日より新株予約権の付与決議の日後10年を経過する日ま
での範囲内で、当社取締役会にて定めるものとする。

(6)　新株予約権の行使の条件
①　新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予約権の権利行使の
時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、
新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了によ
る退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、社命による他社への転籍、その他当社が認め
る正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限
りではない。
②　新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
③　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ
ろによる。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)　新株予約権の取得事項
①　新株予約権者が権利行使をする前に、上記(6)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約
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権を行使できなくなった場合若しくは新株予約権者が死亡した場合は、当社は当該新株予約権を無償で
取得することができる。
②　以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の
場合は当社の取締役会で承認された場合）は、当社は新株予約権の全部を無償で取得することができ
る。
イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9)　新株予約権のその他の内容等
新株予約権に関するその他の事項については、当社取締役会にて定めるものとする。

（ご参考）
　本株主総会において本議案をご承認いただいた場合、当社の従業員に対しても、対象取締役に対する
ものと同様のストック・オプションを付与する予定です。

以　上
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